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新型コロナウイルス感染症に係る対応について 

  

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、人や物の動きが停滞し、事業活動を縮小

せざるを得ない事業者、離職や収入の減少等により生活に不安を感じておられる方々

の存在が懸念されています。 

令和２年３月１８日に開催された政府の新型コロナウイルス感染症対策本部にお

いて、「生活不安に対応するための緊急措置」が決定され、「新型コロナウイルス感染

症の影響により、電気料金等の公共料金（上水道・下水道、NHK、電気、ガス及び固定

電話・携帯電話の使用料）の支払が困難な事情がある者に対しては、その置かれた状

況に配慮し、支払の猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう要請する。」こととされたと

ころです。 

 

つきましては、各下水道管理者におかれましては、新型コロナウイルス感染症の影

響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付

の貸付対象者をはじめ、一時的に下水道使用料の支払に困難を来している下水道使用

者を対象として、地域の実情に応じ、福祉部局及び水道部局とも十分に連絡・連携し

つつ、支払を猶予する等の柔軟な措置の実施を検討いただきますようお願いいたしま

す。 

 

なお、各公共下水道管理者における下水道使用料の支払を猶予する等の柔軟な措置

の実施状況については、後日、改めて確認させていただき、各地方公共団体に情報共

有を図りたいと考えておりますので、ご理解・ご協力を賜りますようお願いいたしま

す。 

都道府県におかれましては、この旨管内市町村（政令指定都市を除く。）への周知を

お願いいたします。 

  


